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2　家庭科通信　2015年　１号

　2014年11月，内閣府は「女性の活躍推進に関する世論調査」を公表した。女性の職業・活躍
にかかわる調査結果から，抜粋してご紹介する。
　「一般的に女性が職業をもつことについて，どのように考えるか」という質問に対し，「女性
は職業をもたない方がよい」と答えた割合が2.2％，「結婚するまでは職業をもつ方がよい」
5.8％，「子どもができるまでは，職業をもつ方がよい」11.7％，「子どもができても，ずっと
職業を続ける方がよい」44.8％，「子どもができたら職業をやめ，大きくなったら再び職業を
もつ方がよい」31.5％となっている。女性は職業をもった方がよいとする理由は，「女性が能
力を活用しないのはもったいないと思うから」を挙げた者の割合が51.8％ともっとも高く，以
下，「女性も経済力を持った方がいいと思うから」（47.5％），「夫婦で働いた方が多くの収入を
得られるから」（33.8％），「働くことを通じて自己実現が図れると思うから」（29.2％），となっ
ている。男女別にみると，「女性も経済力を持った方がいいと思うから」を挙げた者の割合は，
女性で高くなっている。
　「政治・経済・地域などの各分野で，女性の参加が進み，女性のリーダーが増えるとどのよ
うな影響があると思うか」を聞いたところ，「男女問わず優秀な人材が活躍できるようになる」
を挙げた者の割合が65.0％ともっとも高く，以下「女性の声が反映されやすくなる」（55.9％），
「多様な視点が加わることにより，新たな価値や商品・サービスが創造される」（42.8％），「人
材・労働力の確保につながり，社会全体に活力を与えることができる」（34.7％）などの順となっ
ている。男女・年齢別の結果は下記（■）のとおりで，「女性の声が反映されやすくなる」を挙げ
た者の割合は女性で，「人材・労働力の確保につながり，社会全体に活力を与えることができる」
を挙げた者の割合は男性で，それぞれ高くなっている。
●詳細は，内閣府Web ページ（http://survey.gov-online.go.jp/h26/h26-joseikatsuyaku/index.html）で閲覧・ダウンロード
できます。

内閣府

「女性の活躍推進に関する世論調査」より
� （2014年8月調査，11月公表）

� （％）

20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

男女問わず優秀な人材が活
躍できるようになる

75.0 71 .9 66 .5 66 .5 67 .2 69 .1 71 .1 75 .8 67 .7 66 .1 54 .2 47 .8

女性の声が反映されやすく
なる

57.0 60 .9 50 .6 64 .4 53 .9 61 .0 58 .2 69 .7 51 .2 58 .0 40 .8 50 .9

多様な視点が加わることに
より新たな価値や商品・
サービスが創造される

52.0 48 .4 52 .9 55 .9 54 .3 50 .6 55 .1 50 .2 38 .0 36 .0 29 .9 21 .4

人材・労働力の確保につな
がり，社会全体に活力を与
えることができる

28.0 23 .4 32 .9 25 .0 33 .6 30 .1 44 .4 46 .8 41 .4 39 .2 35 .2 25 .9

■女性の活躍が進んだときの社会・組織等の姿（男女・年齢別）
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　私は昨年11月に，拙著「人生で大切なことはす
べて家庭科で学べる～ふくしまの男性教員による
授業～」を出版しました。この機に，自身の教員
生活，実践してきた授業を振り返り，家庭科とい
う教科に対する思いを記したのが本稿です。
（１）家庭科教員をめざしたきっかけ
　2014年から遡ること20年，私は高校３年生で
した。私の二つ下の後輩たちから，男子生徒も家
庭科が必履修教科となりました。当時，私の学校
では女子が家庭科の授業を受けている時，男子は
体育をやっていました。「なぜ，男子は家庭科を
学ばないのだろうか」と疑問を持ちながらも，当
時はそういうものだと思っていました。しかし，
やらなくてもいいと言われると，逆に好奇心がそ
そられます。当時は，女子生徒が被服室や調理室
でどんな実習をしているのかが気になったもので
した。
　そして，私が将来の進路を考える時期となり，
一つの選択肢として教員という，高校生にとって
身近な仕事が頭に浮かんできました。高校の教員
にはそれぞれ，担当の教科があり，「私がめざす
教科は」と考えたときに，思い浮かんだのが「家庭
科」でした。その年，高校家庭科の男女共修が開
始され，家庭科の男性教員がいてもいいのではな
いかという想いと，教員をめざすのであれば，数
学力や英語力のように高校３年生までにある程度，
差がついている既存の教科ではなく，男子生徒が
誰も受けたことのない家庭科であれば，特に男子
については，スタートラインが一緒ではないかと

１ 　教員生活の振り返り
考えました。そして，私は男子学生を受け入れて
いる数少ない，家政学部を設置する大学を日本全
国で探し，受験しました。思えば，当時抱いた好
奇心が，家庭科教員をめざす一歩となっていたの
でした。
（２）駆け出しの教員時代
　家庭科で扱う内容は，家庭生活，保育，福祉，衣・
食・住生活，消費生活，環境などの分野に分かれ，
広域にわたっています。時折，「家庭科の中の専
門は何ですか」と聞かれることがありますが，私
はこの質問が一番困ります。理科の教員なら，物
理とか化学とか生物と言えばいいのかもしれませ
んが，大学時代に「この分野について一生懸命に
やってきました」というものがなかった私にとっ
ては答えることがとても難しい質問です。だから，
教員になってから非常に苦労しました。
　新任の頃は手探りながら，必死に授業にならな
い授業をしていました。教科書を進めるだけの説
得力のない授業を繰り返していたように思います。
時折，視聴覚教材を使用したり，実習を行ったり
しましたが，それがどこまで生徒たちの「生きる
力」につながっていたかは未知数です。自分なり
に工夫をして授業に臨んではいましたが，これで
はまずい，どうしたら説得力のある授業ができる
のだろうかといつも悩んでいました。今思えば，
家庭科という「人生をテーマにした教科」に対して，
大学を卒業したばかりの22，３歳の若僧に説得
力のある授業ができるはずがなかったのですが。
　また，一，二年が経過すると壁にぶち当たりま
した。それは，私の勤務校は小規模校で，家庭科
教員は私一人，授業に関する悩みを共有できる先

＜東日本大震災から４年＞

ふくしまの地から届けたい，家庭科への思い
「人生で大切なことはすべて家庭科で学べる～ふくしまの男性教員による授業～」出版に至るまで

　•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

家庭科室から

� 学校法人松韻学園　福島高等学校　末松孝治
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輩や同僚の先生もおらず，大学卒業後，家庭科の
授業について誰からもご指導をいただいたことが
なかったことです。さらに，学校は地域に唯一の
私立高校で，赴任した時には家庭科の先生方が集
まる家庭部会にも参加していませんでしたので，
このまま，独学のような形で授業を進めていてよ
いのだろうかと，一人で悩む日々が続いていまし
た。
（３）自身の経験を授業に生かす
　とはいえ，大学卒業から数年，少しずつですが
人生経験を積むことで，教科に関連する話題も増
えてきました。当時，私の勤務していた学校が総
合学科を併設しており，被服や調理の選択科目も
受け持っていました。被服では毎週ミシンを使っ
た被服実習があり，調理では毎週調理実習を行っ
ていました。被服でわからないところは仙台の母
校を訪れ，お世話になった先生から大学生に混
じって教えてもらいました。調理実習ではレパー
トリーを増やすために，料理教室にも通いました。
　選択科目にとどまらず，家庭科の授業にも自身
の経験を生かすようにしていきました。家庭生活
の分野については，今までの自分の家庭生活を参
考に話題を提供しました。福祉分野は教育実習や
模擬授業で行った内容をさらに広げていきました。
ホームヘルパーの資格を取ったことで，知識だけ
でなく，多少の介護技術も身につけられました。
　消費生活や住生活の分野に関しては，一人暮ら
しの経験が参考になる部分がとても多くありまし
た。住生活については，住宅展示場を訪れ，最新
の住宅事情についてプロの方から教えていただき，
それを授業で使ったりもしました。
（４）授業を変化させるきっかけとなった出来事
　また，家庭科を教える者としての責任の重さを
痛感させられた出来事がありました。それは，私
が家庭科を教えた生徒たちが高校卒業から数年後
に「マルチ商法」の被害に遭ってしまったことです。
内容は本編の「マルチ商法の現場に潜入」の項目に
リアルな体験談を書きました。
　この出来事もきっかけとなり，私の授業はさら
に変化していきました。ただ教科書に沿って授業

を進めるだけでは，また同じ被害に遭ってしまう
卒業生が出てしまうかもしれないと強く考えるよ
うになりました。そこで，自分の体験談を話し，
教科書に記載されていない悪質商法の事例をあげ，
詳細を説明しました。さらに，消費生活センター
発行の資料を使って，クーリング・オフ制度，消
費生活センターの役割もしっかりと教えるように
なりました。
　また，どんなことでもいつか授業に役立つかも
しれないと考え，まず自ら行動し，さまざまな経
験を得ることで，授業の幅が広がっていきました。
実生活，子育て，家づくり，資格取得，趣味等の
実体験から教科書の内容を解説したり，考えさせ
たりすることが私の授業の柱となりました。この
ように，家庭科の教科書と自身の体験をリンクさ
せて，真実味のある授業へ，そして，将来の生活
に役立つヒントを与える授業へと変化していきま
した。
　しかしながら，保育だけは何の経験もなく，長
らく一番苦手な分野でした。大泉門，小泉門，生
理的黄疸……授業をしていても自分自身にハテナ
マークがついていました。それも，自分で家族を
持ち，子どもが生まれ，教科書の内容を子どもの
成長とともに肌で感じることができるようになっ
て，ようやく私の授業に説得力が加わりました。
やっとここにきて，自分の家庭科の授業の基礎が
出来上がってきたような気がします。

　家庭科教員となって12年を経た2011年。３月
11日14時46分に，震度６を超える大地震に襲わ
れたとき，私は南相馬市の勤務校，校舎３階の自
分のクラスで授業をしていました。
　今まで経験したことのない物凄い揺れに，自力
で立つことさえ困難でした。生徒たちに机の下へ
頭を隠すように指示をしますが，あまりにも揺れ
が大きく机自体が動いてしまうので，手で机の脚
を支え，揺れが収まるのを待ちました。しかし，
一向に揺れが収まらず，命の危険性を感じた私は，
そのまま校庭へ避難する指示を出しました。壁に

２ 　東日本大震災の被災
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大きな亀裂が入り，蛍光灯が落ちかかり，すぐ隣
のパソコン室のパソコンが床にバタバタと落ちる
音が聞こえ，大きな揺れが続く中，階段を駆け降
り校庭へ避難しました。その後も何度となく大き
な余震が続きましたが，幸い在校生たちは全員が
無事でした。
　その後，福島県の浜通り地方は，津波の被害を
受けることとなりました。さらに，原子力発電所
の事故による放射能問題で，一時は避難指示が出
されました。現在も立ち入りのできない地域や居
住のできない地域があります。南相馬市は地震被
害だけでなく，津波被害，原子力発電所の事故に
よる放射能問題など二重苦，三重苦を強いられま
した。
　私の勤務校も福島第一原子力発電所から約
23km離れた場所にあり，電気，水道，ガスが止
まり，一時的に生活していくには困難な地域とな
りました。避難所生活，家族が離ればなれの生活，
家族と連絡のつかない不安な日々，不安による食
料品の便乗値上げや買い占めによるお金の価値観
の変化，ガソリン不足による混乱。震災が引き起
こしたものは本当にたくさんありました。
　しかし，それによって普段は感じられなかった
ことが大切だと感じることができたということは
事実です。私は命があることに感謝するとともに，
たくさんのことを考えさせられました。いつもあ
るものがそこになくなった時，普段当たり前のよ
うに使っているものが使えなくなった時，私たち
はその有難さに気づかされました。例えば，私は
当時水の重さを肌で感じました。1.5km離れた
給水所まで歩いて行き，ポリタンクやペットボト
ルに水を入れて運びました。これまでは，蛇口を
ひねれば出た水も運ぶとなるととても大変でした。
自力で運んだ水は一滴も無駄にすることなく大切
に使いました。この経験を通して，はじめて水道
の蛇口から出る水の有難さを知ることになりまし
た。それは電気やガス，その他のものも同じです。
　私たちが震災から学んだことは「家族の絆」「郷
土の絆」「お金の価値感」「いざという時の保険」「災
害対策の重要性」「環境（エネルギー）問題」とその

他たくさんのことです。

（１）福島から発信したい
　私が震災を通して学んだことは，すべて家庭科
の分野でした。他の教科で学べなければ，家庭科
で学ぶしかありません。東日本大震災をきっかけ
にますます家庭科の重要性が増し，これらを伝え
ていくことが，私の家庭科教員としての使命であ
ることを再認識しました。
　そして，命の有難みに思いを馳せ，自身の人生
を振り返りました。頭の中を一つずつ整理してい
くうちに，これまでの経験を福島から発信できな
いかと思い立ちました。そこで私は，自分の震災
体験を記憶が薄れないうちに紙に残し，さらに，
これまでの人生の中で携わってきた教員の仕事，
その中でも担当教科である家庭科について，授業
実践を記録していきました。
（２）男女共修20年の節目に
　震災から３年の歳月を経て，本にできるぐらい
の分量になり，出版をするのであれば，2014年
中に出したいと考えました。というのは，高校家
庭科の男女共修からちょうど20年となる節目の
年であったからです。
　私の高校時代から20年という月日が流れ，同
じ教室で男女が共に家庭科を学ぶ，その方々が親
世代となりました。以前の性別役割分業意識が薄
れ，男性も子育てに積極的に参加し，「イクメン」
という言葉が世間に認知され，子育てへ積極的に
参加するかっこいい男性の代名詞となったのは，
高校家庭科の男女の共修に一因があるのではない
かと考えます。
　私の家庭は共働き世帯で，二人の娘がいます。朝，
保育園に娘を送り届けてから，学校へ向かうのが
私の日課です。私が保育園へ行く時間帯は，父親
に手を引かれたり，抱きかかえられた園児たちが
保育園の中へと吸い込まれていきます。また，夕
方のスーパーでは，エコバックを片手に買い物か
ごへキャベツや大根などの野菜を放り込みながら，
子どもと一緒に買い物をしている男性の姿も見か

３ 　震災を経て～出版への思い～
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けます。こういった光景を目の当たりにすると，
男女共同参画社会の広がりを感じ，高校家庭科の
成果を見るように思います。
（３）授業を見ていただきたい
　出版に向けて私の胸にあった思いの一つに，他
の先生方や昔の生徒たちに，私の授業を見ていた
だきたいというものもありました。
　駆け出しの教員時代から，さまざまな経験を通
して私の授業が出来上がってきましたが，いまだ
に他の家庭科の先生方に見ていただいてはおりま
せん。今回，私の授業を一冊の本にまとめること
で，他の先生方に見ていただく機会となればと考
えました。
　また，今，私の授業を誰に受けてもらいたかと
いえば，それは私が新任だった頃の生徒たちです。
今だったらこんなことも，あんなことも，教える
ことができるのに……。当時の生徒たちに成長し
た自分の姿を見せたいです。ほんの一部に過ぎな
いとしても，私の授業を本にまとめることによっ
て，当時の生徒たちにも少しずつ進化した私の授
業を見てもらえるチャンスができたかと思ってい
ます。
（４）家庭科の重要性，魅力を伝えたい
　周知の通り，現在，多くの学校で「家庭基礎（２
単位）」が採択されており，「以前に比べると単位
数が減少した」とこぼされる先生方も多いのでは
ないでしょうか。今後の家庭科はどうなってしま
うのだろうと考えるのは私一人ではないと思いま
す。
　家庭科という教科は今後も必履修教科でなけれ
ばなりません。家庭科がなくならないとしても，
10年後，20年後に選択必修教科になってしまっ
ては意味がありません。例えば，学校単位で，「家
庭科」と「情報」のうちどちらか一つを選ぶとか，
「家庭科」と「保健体育」のうちどちらか一つを選ぶ
なんていうことがあってはいけないと強く思いま
す。
　私にできることは微力かもしれませんが，それ
でも，家庭科教員として教壇に立つ者の一人とし
て，今後も家庭科の重要性を発信し続けていきた

いです。そして，この本の出版が，教育関係者は
もちろんですが，一般の方々にも現代の家庭科に
目を向けてもらう一つのきっかけとなり，「家庭
科は今後の学校教育においてとても大切な教科
だ」と知っていただく機会となればと考えました。

　出版後，地元誌を中心にさまざまな機関から取
材をお受けする機会がありました。その時に記者
の方から尋ねられた質問の一つに，「家庭科の魅
力って，何ですか」というものがありました。私
は「教科としての魅力は，大学入試の受験科目で
はありませんが，高校卒業後の人生を送っていく
ためにすべての人に必要な実学であるということ
です。さらに，家庭科を教える立場の私にとって
は，自分の身の回りで起きたことすべてが授業の
ネタになることです」と答えました。
　高校卒業後，学生として，あるいは社会人とし
て親元を離れて一人暮らしをする生徒たちにとっ
ては，数年後に必要とされる知識や技術です。私
自身が教員として家庭科を教えるために，学んだ
知識や技術は，これまでの生活のたくさんの場面
で生かされてきましたし，これからも，生かされ
ていくと思います。しかし，結婚も，子育ても，
介護も，家づくりも経験したことのない高校生に
とってはピンとこないことも多いかもしれません。
そうした経験値の少ない生徒たちに，教壇に立つ
私たち家庭科教員が先駆者として自身の経験を授
業に取り入れることで，真実味を与え，教科書の
内容をよりわかりやすく解説できるのではないで
しょうか。
　また，当然ですが，世の中の流れが変われば，
家庭科の内容も変化します。これまでもそうでし
た。だから，私はその流れに合わせて，形を変え
て，リアルタイムな授業をつくっていく必要性を
強く感じます。もちろん，現在，私の授業を受け
ている生徒たちの前では自信を持って授業にあ
たっていますが，私自身が学ぶこと，興味を持つ
ことをやめてしまった時，そこで私の授業の進化
も止まってしまいます。私自身が世の中の変化を

４ 　あらためて，家庭科の魅力とは
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感じることをやめず，これからも日々授業をつく
り続けていく必要があります。
　このように，家庭科を教えるのに大切なことは
知識の量や技術はもちろんですが，それ以上に自
身の体験や経験が授業で生かされると，説得力が
増すのではないかと考えています。それが，私に
とって家庭科を教える側としての魅力であり，生
きた授業の創造です。
　私の授業は私の実体験が命です。それがなけれ
ば，ただ教科書をなぞるだけです。しかし，それ
ならば，教壇に立つのは私でなくてもかまいませ
んし，教科書さえあれば，誰にでも教えられるこ
とになってしまいます。
　また，私は今年度で14年連続でクラス担任の
仕事にあたっていますが，新しいクラスを持つと
きに必ず，生徒たちの前で私の夢を語ってきまし
た。「私の夢は家庭科という教科の素晴らしさと
その重要性を日本全国の方々に伝えること」。そ
してそのために，目標があるという話をします。
その目標とは「本を出版して，多くの方々に家庭
科の重要性を広めること。さらに，日本全国で『笑
いと学びと感動のある講演会や授業』をして，家
庭科の素晴らしさを直接伝えていくこと」と LHR
（ロングホームルーム）や総合的な学習の時間に話
します。
　特にクラスの生徒は私が夢や目標に向かう姿を
近くで見ています。そういう意味では手も抜けま
せんし，挑戦する勇気をもらっています。逆に与
えていることもあるかもしれません。そんな大人
が近くにいたら生徒たちは絶対に変わります。変
わると信じています。大げさかもしれませんが，
私の仕事は「家庭科を通して，その向こうにある
人生を楽しむヒントを与えること」だと考えるよ
うにしています。

　この本は，教育に携わっていない方々にも読ん
でいただきたいと考えて執筆にあたりました。家
庭科の先生方であれば，その重要性は誰もがご存
じの通りだと思います。この本のタイトルを「人

５ ．おわりに

生で大切なことはすべて家庭科で学べる」とした
のは，一般の方々にも興味を持っていただきたい
からで，中には「本当に家庭科で人生の大切なこ
とがすべて学べるのか」と疑いながらページをめ
くる方がいらっしゃってもいいと思います。そし
て，この本を読み終えたとき，本当に人生で大切
なことはすべて家庭科で学べることを実感してい
ただけるのではないかと確信しております。
　一般の方々，ことに私より上の世代の男性方は，
高校で家庭科を学んでいませんから，家庭科とい
うと料理や裁縫のイメージが先行しています。し
かし，扱う分野は非常に広く，それらは，家庭科
のほんの一部にしかすぎないということ，そして，
家庭科という教科は人の一生をテーマとした人生
の必須科目であり，「家庭科は今後の日本の教育
において，本当に大切な教科である」ことを一人
でも多くの方に伝えたいです。
　サラリーマンが通勤電車の中で，この本のペー
ジをめくり，うなずいている光景がみられる日の
ことを楽しみにしています。
　最後に，この本の奥付には，「ご意見・ご感想
をお待ちしております」と私のメールアドレスを
記載しております。本の発刊から数か月が経ち，
私の本を手に取ってくださった読者の方々から感
想や励ましのメッセージをいただけるようになり
ました。私はすべての方に返信しています。もち
ろん伝えることは感謝の気持ちです。私の本を最
後まで読んでいただいたことへの感謝と，メール
にてご意見やご感想を送っていただいたことへの
感謝です。いただいたメールはすべて私の宝物で
す。プリントアウトして，すべてファイリングし
ています。
　もしよろしければ，これを読んでいる皆様から
ご意見，ご感想をいただければ，幸いに存じます。
　私がメールアドレスを載せているのは，たくさ
んの方々から学びたいからです。そして，またそ
れを授業に生かしたいからです。
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私自身，専門教科は家庭科で，家庭科の男性教員目
線で家庭科について書かれた本書はとても内容深く，
参考になりました。（中略）私も男性ならではの部分
で授業において内容に困ることがありました。とく
に保育分野は実際に子育てをしていないし，出産も
体験できないしと説得力に欠けるなぁと悩んでおり
ました。しかし，先生の著書を拝読させていただき，
経験や日々の過ごし方でそのまま授業に活かせるこ
とに気づき，とても勉強になりました。また，授業
の工夫や話の持っていき方など参考になることばか
りで，先生に教わる生徒が羨ましいと思いました。
私はこれからも家庭科教育を通して子ども達が自分
の未来をより豊かに生活できるように教育していき
たいと思っております。

まず本を手にして…
まるで私も末松先生の授業を受けているように，引
き込まれて一気に読んでしまいました。
絵本の章では感動でうるうるきてしまいました。
お子さんの名前の話や家づくりの話なども興味深
かったです。
特に食生活の分野では，ハッとしました。私たち親
は子どもたちの口に入るものについてもっと責任を
持たなければならないとすごく考えさせられました。

宛先：kojisuematsu@yahoo.co.jp
読者からのメールの一部

　1976年愛知県瀬戸市に生まれる。愛知県立守山高等学
校を卒業後，東北生活文化大学家政学部家政学科へ入学。
同大学を卒業後，福島県南相馬市にある松韻学園松栄高等
学校（現在廃校）へ新任教員として，赴任する。念願だった
教員生活をスタートするも，あまりの自分の無力さに落胆
する。持ち前のひらめきと行動力で自分にしかできない授
業を模索するが，教科書をなぞるだけのマンネリ授業が続
いてしまう。これではダメだと自身の存在意義を考え，「経
験値」を合い言葉に，身の回りで起きたさまざまな出来事
を授業に取り入れ，独自の授業スタイルの基礎を築く。
　2011年３月11日14時46分同校で，東日本大震災に見
舞われる。同年４月から姉妹校である松韻学園福島高等学
校へ移る。生徒数が７倍に増えたが，一年間，家庭科の授
業と向き合うことができた。また，この年に第一子が誕生
し，積極的に子育てに参加することで，さらに，授業の幅
が広がった。当時の校長先生が常々，口にしていた「おも
しろくなければ，授業じゃない」をモットーに，日々，「少
しの笑いとたくさんの学びのある授業」，「他の誰かではな
く自分にしかできない授業」を目指して，現在も福島県唯
一の男性家庭科教諭として教壇に立つ。
　将来はフリーアナウンサーならぬフリーティーチャーと
して，「家庭科の魅力と大切さ」，「家庭や家族を中心とし

たものの見方や考え方」，「東日本大震災から学んだことと
家庭科」などを広く伝えるため，日本全国で「笑いと学びと
感動のある講演会や授業」を行うことを目標としている。
【主な資格】
中学校・高等学校教諭一種免許状（家庭，保健）
ホームヘルパー２級（現：介護職員初任者研修）
ライフケアカラーアドバイザー
整理収納アドバイザー２級
第二種電気工事士　ほか

［判型］
四六判
［頁］
200頁
［定価］
本体1,200円＋税
［発行所］
文芸社

著者プロフィール
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１．使用期間
　2015（平成27）年度から2019（平成31年
度）の５年間である。
２．策定方針
●日本人の食事摂取基準（2015年版）では，策定
目的として，生活習慣病の発症予防とともに，重
症化予防を加えた。
●対象については，健康な個人ならびに集団とし，
高血圧，脂質異常，高血糖，腎機能低下に関して
保健指導レベルにある者までを含むものとした。
●エネルギー摂取量の過不足の評価には，体重の
変化（または BMI）を用いることとした。測定さ
れた BMI が，目標範囲を下回っていれば「不足」，
上回っていれば「過剰」とし，目標範囲にとどめる
ように体重の改善を勧める。年齢が高くなるほど
栄養状態が悪い人の割合が増え，筋肉量の減少（サ
ルコペニア）の危険性が高まることが判明し，転
倒予防や介護予防の観点もふまえ，50歳代以上
は BMI の下限を上げた。
●エネルギー産生栄養バランスを策定した。
●ナトリウムの目標量の上限をさらに引き下げ，
12歳以上の男性は８g 未満（これまでは９g 未
満），10歳以上の女性は７g 未満（同7.5g 未満）
とし，食塩の１日の目標量を厳格化した。
●食物繊維とカリウムの目標量（下限）を６～17
歳にも算定した。
●コレステロール値の算定を控えた。
３．策定の基本的事項
１）指標
●エネルギーの指標

　エネルギーの摂取量および消費量のバランス
（エネルギー収支バランス）の維持を示す指標とし
て，「体格（BMI : body bass index）」を採用す
ることとした。
●栄養素の指標
　指標は従来どおり，「推定平均必要量」，「推奨量」，
「目安量」，「耐容上限量」，「目標量」の５つである。
　１歳以上について基準を策定した栄養素と指標
を■1に示した。

新しい動き 1

日本人の食事摂取基準
（2015年版）

▲2014年３月，「日本人の食事摂取基準（2015年版）」が，「日本人
の食事摂取基準」策定検討会においてまとめられた。

■1　基準を策定した栄養素と設定した目標（１歳以

上）
指標

栄養素

推定平均
必要量
（EAR）

推奨量
（RDA）

目安量
（AI）

耐容
上限量
（UL）

目標量
（DG）

たんぱく質 ○ ○ ― ― ○※２

脂質

脂質 ― ― ― ― ○※２

飽和脂肪酸 ― ― ― ― ○
n-6系脂肪酸 ― ― ○ ― ―
n-3系脂肪酸 ― ― ○ ― ―

炭水
化物

炭水化物 ― ― ― ― ○※２

食物繊維 ― ― ― ― ○
エネルギー産生栄養
素バランス※２ ― ― ― ― ○

ビ
タ
ミ
ン

脂
溶
性

ビタミンA ○ ○ ― ○ ―
ビタミンD ― ― ○ ○ ―
ビタミンE ― ― ○ ○ ―
ビタミンK ― ― ○ ― ―

水
溶
性

ビタミンB1 ○ ○ ― ― ―
ビタミンB２ ○ ○ ― ― ―
ナイアシン ○ ○ ― ○ ―
ビタミンB6 ○ ○ ― ○ ―
ビタミンB1２ ○ ○ ― ― ―
葉酸 ○ ○ ― ○※3 ―
パントテン酸 ― ― ○ ― ―
ビオチン ― ― ○ ― ―
ビタミンC ○ ○ ― ― ―

ミ
ネ
ラ
ル

多
量

ナトリウム ○ ― ― ― ○
カリウム ― ― ○ ― ○
カルシウム ○ ○ ― ○ ―
マグネシウム ○ ○ ― ○※3 ―
リン ― ― ○ ○ ―

微
量

鉄 ○ ○ ― ○ ―
亜鉛 ○ ○ ― ○ ―
銅 ○ ○ ― ○ ―
マンガン ― ― ○ ○ ―
ヨウ素 ○ ○ ― ○ ―
セレン ○ ○ ― ○ ―
クロム ― ― ○ ― ―
モリブデン ○ ○ ― ○ ―

＊1�　一部の年齢階級についてのみ設定した場合も含む。
＊２�　たんぱく質，脂質，炭水化物（アルコール含む）が，総エネルギー
摂取量に占めるべき割合（％エネルギー）。

＊3　通常の食品以外からの摂取について定めた。
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性腎臓病（CKD）との関連について，レビューし
た結果をもとに特に重要なものについて図にまと
め，解説とともに参考資料として示した。

＊1�　詳細は，厚生労働省Web ページ（http://wwwmhlw.go.jp/
stf/shingi/0000041824.html），第一出版「日本人の食事摂取基
準［2015年版］」等をご参照ください。

＊2�　弊社発行教科書は，2015（平成27）年度供給本より変更して
おります。

■2　食事摂取基準

年齢（歳）
エネルギーの指標目標とするBMI の範囲

（１8歳以上）（kg/m２）1）

18～49 18 .5～２4 .9

50～69 ２0 .0～２4 .9

70以上 　２1.5～２4 .9＊3

1）男女共通。あくまでも参考として使用すべきである。

４．対象特性，生活習慣病とエネルギー・栄養と
との関連
●妊婦・授乳婦，乳児・小児，高齢者については，
その特性上，特に着目すべき事項について，参考
資料として示した。
●妊婦，授乳婦について，推定平均必要量，推奨
量の設定が可能な栄養素については，付加量を示
した。また，目安量の設定にとどまる栄養素につ
いては，付加量ではなく，ある一定の栄養状態を
維持するのにじゅうぶんな量として想定される摂
取量としての値を示した。
●高齢者については，過栄養だけではなく，低栄
養，栄養欠乏の問題の重要性を鑑み，フレイルティ

（虚弱）やサルコペニア（加齢にともなう筋力の減
少）などとエネルギー・栄養素との関連について
レビューし，最新の知見をまとめた。
●栄養素摂取と高血圧，脂質異常症，糖尿病，慢

� （1日当たり）

年齢

参考表　推定エネルギー必要量（kcal） たんぱく質（g）
脂肪エネルギー

比率
（％エネルギー）

炭水化物エネルギー
比率

（％エネルギー）

低い（Ⅰ） ふつう（Ⅱ） 高い（Ⅲ） 推奨量 目標量4）（中央値5）） 目標量4）6）（中央値5））

男 女 男 女 男 女 男 女 男女 男女

1～２歳 ― ― 950 900 ― ― ２0 ２0 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

3～5歳 ― ― 1,300 1,２50 ― ― ２5 ２5 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

6～7歳 1,350 1,２50 1,550 1,450 1,750 1,650 35 30 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

8～9歳 1,600 1,500 1,850 1,700 ２,100 1,900 40 40 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

10～11歳 1,950 1,850 ２,２50 ２,100 ２,500 ２,350 50 50 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

1２～14歳 ２,300 ２,150 ２,600 ２,400 ２,900 ２,700 60 55 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

15～17歳 ２,500 ２,050 ２,850 ２,300 3,150 ２,550 65 55 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

18～２9歳 ２,300 1,650 ２,650 1,950 3,050 ２,２00 60 50 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

30～49歳 ２,300 1,750 ２,650 ２,000 3,050 ２,300 60 50 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

50～69歳 ２,100 1,650 ２,450 1,900 ２,800 ２,２00 60 50 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

70歳以上 　1,850２） 　1,500２） 　２,２00２） 　1,750２） ２,500２） 　２,000２） 60 50 ２0～30（２5） 50～65（57 .5）

妊婦初期 ＋503） ＋503） ＋503） ＋0 　 　

妊婦中期 ＋２503） ＋２503） ＋２503） ＋10 ― ―

妊婦後期 ＋4503） ＋4503） ＋4503） ＋２5

授乳婦 ＋350　 ＋350　 ＋350　 ＋２0 ― ―

２）主として70～75歳ならびに自由な生活を営んでいる対象者にもとづく報告から算定した。
3）妊婦個々の体格や妊娠中の体重増加量，胎児の発育状況の評価をおこなうことが必要である。
4）範囲については，おおむねの値を示したものである。
5）中央値は，範囲の中央値を示したものであり，もっとも望ましい値を示すものではない。
6）アルコールを含む。ただし，アルコールの摂取を勧めるものではない。
▲「推定エネルギー必要量」は参考資料として示される。
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年齢 ビタミンA
（μ gRAE）7）

ビタミンD
（μ g）

ビタミンE
（mg）10）

ビタミンB1
（mg）11）

推奨量8） 耐容上限量9） 目安量 耐容上限量 目安量 耐容上限量 推奨量

男 女 男女 男女 男女 男 女 男 女 男 女

1～2歳 400 350 600 2 .0 20 3 .5 150 0 .5

3～5歳 500 400 700 2 .5 30 4 .5 200 0 .7

6～7歳 450 400 900 3 .0 40 5 .0 300 0 .8

8～9歳 500 1,200 3 .5 40 5 .5 350 1 .0 0 .9

10～11歳 600 1,500 4 .5 60 5 .5 450 1 .2 1 .1

12～14歳 800 700 2,100 5 .5 80 7 .5 6 .0 650 600 1 .4 1 .3

15～17歳 900 650 2,600 6 .0 90 7 .5 6 .0 750 650 1 .5 1 .2

18～29歳 850 650 2,700 5 .5 100 6 .5 6 .0 800 650 1 .4 1 .1

30～49歳 900 700 2,700 5 .5 100 6 .5 6 .0 900 700 1 .4 1 .1

50～69歳 850 700 2,700 5 .5 100 6 .5 6 .0 850 700 1 .3 1 .0

70歳以上 800 650 2,700 5 .5 100 6 .5 6 .0 750 650 1 .2 0 .9

妊婦初期 ＋0 　 　 　 　 　

妊婦中期 ＋0 7.0 ― 6.5 ― ＋0.2

妊婦後期 ＋80

授乳婦 ＋450 8 .0 ― 7.0 ― ＋0.2

7）�レチノール活性当量（μgRAE）＝レチノール（μg）＋β-カロテン（μg）×1/12＋α-カロテン（μg）×1/24＋β-クリプトキサンチン（μg）×1/24
＋その他のプロビタミンAカロテノイド（μg）×1/24。
8）プロビタミンAカロテノイドを含む。
9）プロビタミンAカロテノイドを含まない。
10）α-トコフェロールについて算定した。α-トコフェロール以外のビタミンEは含んでいない。
11）身体活動レベルⅡの推定エネルギー必要量を用いて算定した。
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年齢 ビタミンC
（mg）

ナトリウム
（食塩相当量：g）

カルシウム
（mg）

マグネシウム
（mg）

リン
（mg）

鉄12）

（mg）

推奨量 目標量 推奨量 耐容上限量 推奨量 目安量 耐容上限量 推奨量 耐容上限量

男女 男 女 男 女 男女 男 女 男 女 男女 男 女 男 女

1～2歳 35 3 .0未満 3.5未満 450 400 ― 70 500 ― 4.5 25 20

3～5歳 40 4 .0未満 4.5未満 600 550 ― 100 800 600 ― 5.5 5 .0 25

6～7歳 55 5 .0未満 5.5未満 600 550 ― 130 900 ― 6.5 30

8～9歳 60 5 .5末満 6.0未満 650 750 ― 170 160 1,000 900 ― 8.0 8 .5 35

10～11歳 75 6 .5未満 7.0未満 700 750 ― 210 220 1,100 1,000 ― 10 .0 14 .0 35

12～14歳 95 8 .0未満 7.0未満 1,000 800 ― 290 1,200 1,100 ― 11 .5 14 .0 50

15～17歳 100 8 .0未満 7.0未満 800 650 ― 360 310 1,200 900 ― 9.5 10 .5 50 40

18～29歳 100 8 .0未満 7.0未満 800 650 2,500 340 270 1,000 800 3,000 7 .0 10 .5 50 40

30～49歳 100 8 .0未満 7.0未満 650 2,500 370 290 1,000 800 3,000 7 .5 10 .5 55 40

50～69歳 100 8 .0未満 7.0未満 700 650 2,500 350 290 1,000 800 3,000 7 .5 10 .5 50 40

70歳以上 100 8 .0未満 7.0未満 700 650 2,500 320 270 1,000 800 3,000 7 .0 6 .0 50 40

妊婦初期 　 　 　 　 　 　 　 ＋2.5 　

妊婦中期 ＋10 ― ― ― ＋40 800 ― ＋15.0 ―

妊婦後期 ＋15.0

授乳婦 ＋45 ― ― ― ― 800 ― ＋2.5 ―

12）過多月経（月経出血量が80mL／回以上）の人を除外して策定した。
▲女性については，「月経あり」と「月経なし」の場合ごとに数値が設定されている。ここでは，1～9歳と70歳以上については「月経なし」の数値を，そ
れ以外の年齢については「月経あり」の数値を掲載している。
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文・イラスト／石橋富士子
毎日を着物で暮らすイラストレーター。女性誌，教科書など
の挿絵，イラストエッセイや手作り小物制作デザイン，オリ
ジナルの落雁の型制作やワークショップなど多彩に創作して
いる。「家庭科通信」の表紙イラストも創刊時から手がけてい
る。著書に「知識ゼロからの着物と暮らす入門」「知識ゼロか
らの着物と遊ぶ」（幻冬舎）「ぺたこさんの手作り生活」（フィー
ルドワイ）などがある。ブログ■ペタコの毎日更新中　
http://petacokimo.exblog.jp/

エッセイ・和のある暮らし⑳

たたむ，広げる

石橋富士子

　食文化をはじめ，さまざまな日本文化が海外で
注目されています。生活習慣や食べ物，文化など
多岐にわたりますが，私達にとって身近な「折り
紙」も人気があります。
　千羽鶴や奴さん，五月には兜などを作った経験
はみなさん一度はあるのではないでしょうか。
　海外に旅行した時など，折り紙で何かを作って
差し上げるとみなさん目を丸くして驚かれます。
四角い紙がひと手ごとに形が変化してゆくのは，
子供だけでなく，大人でも驚かれることでしょう。
出来上がった鶴の羽根をぱたぱた動かして見せた
ら拍手が起きそうです。どこでもさっと作れるの
で，空港やレストランや，ホテルなどいつでも披
露するチャンスがあります。海外に旅行する時は
ぜひ折り紙をご持参ください。きっと役に立ちま
すよ。
　折り紙と同じように紙を使って作る細工物に，
切り紙があります。これも折り紙と同じ四角い紙
を最初は折るところからはじめます。作る形に
よって異なりますが，何カ所かにハサミを入れて
広げると模様が生まれます。切り紙はつなげたり

吊してモビールにしたり，窓ガラスに貼れば素敵
な窓の飾りになります。折り紙と同じように「た
たむ，広げる」ことで生まれる細工物です。
　「たたむ，広げる」という作業は，とても日本的
だと感じます。着物も同じようにたたむ，広げる
作業を伴います。
　洋服のようにカットすることなく直線を活かし
て作る着物は，すっきりとたたむことの出来る衣
類として世界的にも珍しいものです。
　着物の美しさはたたんでいる状態ではなく，広
げて羽織ったり，身に纏うことで輝きます。
　着ることで立体になった着物は，立ったり座っ
たり動くことでさらに美しく見えます。
　私が毎日着物を着ることになった動機は，持っ
ている着物の虫干しをかねて着ることでしたが，
たたんだ着物と纏った着物で，同じ着物なのに全
然違うように見え，それが面白くてどんどん手を
通すようになりました。「たたむ，広げる」は日本
文化。着物も折り紙も根っこが同じなのかもしれ
ません。



新教科書
のご案内
2013（平成25）年４月施行
新学習指導要領準拠・文部科学省検定済

家庭総合�豊かな生活をともにつくる
家庭基礎�豊かな生活をともにつくる
未来を拓

ひら

く� 高校家庭基礎

［家総305］

［家基308］

［家庭309］

 　　　　大切に思うこと，育てたい力
１　生活観の確立ができるように
　毎日の生活の営みのなかで起こる変化や問題に
よって，人生は小さく，ときに大きく変わっていく
ものです。高校生が高校生という時期に，将来の自
分を想像しながら生活について学び，自分なりの生
活観を確立できることは，人生のさまざまなできご
とを力強く乗り越えていく強さにつながると考えま
す。

２　自立や共生ができるように
　男女が協力して家庭や社会を築くこと，世代や国
籍，障がいの有無を超えて共生すること，環境に配
慮した生活を営むことなど，生活者として自立や共
生ができる能力を育てたいと考えます。

３　課題をみつけ，解決できるように
　教科書に収録された課題，実習や実験，体験的な
学習を通して，生活の課題を積極的に改善・充実で
きる知識や技術を身につけ，その問題解決能力を，
家庭，学校，地域，社会でぜひ発揮してもらいたい
と考えます。

 　　　　編集の基本方針
１　基礎基本が確実に習得できるように
　国際化，情報化，少子高齢化，価値観の多様化と
いった，すべてが刻々と変化する現代に生きる高校
生にとって，健康で文化的な生活を築いていくため
に必要な基礎的・基本的な知識や技術とは何か。こ
の問いをつねに繰り返しながら，家庭科が対象とす
る幅広い学習内容から基礎・基本事項を精選してい
ます。

２　興味関心をもって学べるように
　生徒自身が興味関心をもって学べるよう，本文記
述を補足説明する側注，学習の理解に役立つ適切な
図表，コラムや課題をもうけて，自分の考えを広げ
たり発展させたりしながら，より深く学習できる工
夫をしています。

３　学習効果が高まるように
　オールカラーの美しい配色，視線の混乱が少ない
レイアウト，豊富なイラストや写真で，学習効果が
さらに高まるようにしています。
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家庭総合� 豊かな生活をともにつくる

家庭基礎� 豊かな生活をともにつくる

紙面見本

［家総305］

［家基308］

縮 小 倍 率 59 ％
＊＊＊＊＊＊＊＊＊

家庭総合　p.56～ 57
家庭基礎　p.44～ 45

point1
見開きもしくは１ページで
学習内容をまとめていま
す。学習内容の区切りがつ
けやすく，授業計画が立案
しやすくなっています。

point 2
記述は，生徒の日常生活に
身近な話題をきっかけに，
重要なことがらをおさえつ
つ学習を徐々に深めていけ
る展開にしています。

point 3
図表やコラム，側注などの
補助教材は，スペースの許
すかぎり，数多く収録して
います。教科書１冊でも毎
日の授業に対応できます。

point 4
図表に配置しているイラス
トは，高校生が親しみやす
いものを選びました。色づ
かいも鮮やかに，学習の理
解を促します。

＊呼びかけ＊　
これから学習すること，今，学習し
ていることが，自分の生活に深く関
係していることをつねに意識できる
ように，タイトルは「呼びかけ型」
にしました。また，本文も「私は～」
「あなたは～」と，呼びかけや問い
かけを随所に織り交ぜています。

＊体験的学習の充実＊
実験・実習課題の「Practice」，ミ
ニ課題「try ＆ hint」，そして章末
課題「学習を生活にいかそう」に取
り組むことで，学習が生活と関係し
ているという実感がもてます。実践
的な学習はもちろん，小論文などの
課題にも最適です。
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＊側　注＊　
学習の理解に役立つよう，用語解説
や補足説明をていねいに詳しく掲載
しました。

＊FOLLOW�UP＊
読みものを中心に本文と関連の深い
トピックスを集めた「FOLLOW�
UP」は，生徒の興味関心をさらに
広げます。

＊豊富な資料＊
教科書１冊で，一通りの学習ができ
るよう，授業でよく使われている資
料を中心に満載しました。グラフは，
可能なかぎり数値を掲載してありま
すので，的確に傾向を読み取ること
ができます。

資料の豊富さは

トップクラス！！
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＊基礎・基本を確実に＊
基礎・基本を確実に身につける。こ
れを第一に考えました。学んで欲し
いこと，身につけて欲しいことを精
選し，見開き＝１時間にまとめて展
開しています。ページ上には毎時間
の学習内容をイメージしたイラスト
を配し，読みやすい文字，イラスト
や写真で構成した図表など，親しみ
やすい紙面づくりを心がけました。

＊実践的な学習を充実＊
見開きに一つ登場するミニ課題
「ワーク」と章末課題「学習を生活
にいかそう」に取り組むことで，学
習が生活と関係しているという実感
がもてます。実践的な学習はもちろ
ん，小論文などの課題にも最適です。

point1
見開き（１title）＝１時間
（１unit）。１時間の授業内
容を見開きで展開。授業計
画の立てやすさ，学習の効
率のよさが際立ちます。

point 2
「基礎・基本を着実に」。
かぎられた時間内で家庭科
全分野が学習できるように
配慮しました。

point 3
実 習 課 題「Try ＆ Hint」
に取り組むことで，学習し
ていることと生活とが深く
かかわっていることを直感
的に理解できます。

point 4
図表は，重要資料を厳選し
て収録しています。巻末「資
料編」の資料と合わせれば，
［家基308］に匹敵する資
料数です。

縮 小 倍 率 59 ％
＊＊＊＊＊＊＊＊＊

p . 1 5 0 ～ 1 5 1

未来を拓
ひら

く　　

高校家庭基礎
紙面見本

［家基309］
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図表にイラストを配置したり，フ
ローチャートで視覚的な理解が得や
すいように工夫しています。
また，図や表からどのようなことが
読み取れるのか，「スターくん」が
やさしく，ていねいに解説します。

＊コラム＊
読みものを中心に本文と関連の深い
トピックスを集めた「コラム」は，
生徒の興味関心をさらに広げます。

＊図表の読み取りも確実に＊

授業計画が

立てやすい，

見開き＝１時間
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　我が家は建売住宅によくある旗型の土地に建っ
ており，駐車スペースから玄関までに10メート
ル近くの細長い玄関アプローチがあります。引っ
越してから手付かずのままでしたが，以前から玄
関アプローチに敷きたいと思っていたアンティー
クレンガが手に入ることになったのです。レンガ
が届いたのがこれから夏本番という７月でしたが，
DIY はスイッチが入った時が始め時。暑さも気
にせず玄関アプローチのDIY が始まりました。
　まずはレンガを敷きます。レンガを敷く方法は
いくつかあるのですが，今回やる場所は車が乗り
入れることもあるので頑丈に仕上げるためモルタ
ルで固めました。モルタルを作るにはインスタン
トモルタルに水を加えて練るのですが，その水加
減によって固くなったり柔らかくなりすぎたりし
ます。それは小麦粉に水を加えて練る作業にとて
も似ていて，モルタルを練った直後に夕食のお好
み焼きの準備をした時にはなんだかおかしくて
笑ってしまいました。毎日末っ子のお昼寝の１時
間の間に，モルタルを練ってはレンガを敷き，練っ
ては敷き……を繰り返し，ひと月くらいかけてよ
うやく全部敷き終えました。
　続いて，レンガの横に人工芝を敷きました。本
当は本物の芝がいいのですが，お手入れする自信
がなかったので人工芝を選択。しかし最近はリア
ル人工芝と呼ばれるより本物の芝に似たものがた
くさん売られていて，遠くからだと見分けがつか
ないほどです。人工芝を敷くと一気に玄関前が明
るくなりました。
　そしてお隣さんとの境にはウッドフェンスを設
置。あまり圧迫感が出ないように60センチほど
の低いものですが，木のフェンスがつくと柔らか

い雰囲気になります。屋外で木製のものを使用す
る場合，木によっては腐りやすいものもあるので
注意が必要です。もしも腐りやすい木材の場合は
年に一度，防虫防腐効果のある塗料を塗ると長持
ちします。
　駐車スペースとレンガの境にアクセントとして
枕木を埋めたのですが，こちらは本物の木ではな
く軽量コンクリートで作られたものです。以前も
同じように枕木を土に埋めてアクセントとして使
用していたことがあるのですが，日当たりが悪い
場所だったせいもあるのか数年で腐ってしまいま
した。そこで今回はコンクリート製の枕木風のも
のにしました。こちらも人工芝同様リアルなもの
がたくさん出ており，一見コンクリートでできて
いるかは分かりません。これで腐ってしまった枕
木を埋め変える手間もコストもなくなりそうです。
　２学期も半ばにさしかかる頃にようやく完成し
た玄関アプローチ。人工芝の上に子供用のすべり
台を置いたら，学校から帰ってきた息子と近所の
友達が集まってそこでおしゃべりしたり寝転がっ
たり，子供たちの格好の遊び場となりました。玄
関の外から聞こえてくる子供たちの笑い声という
何よりも素敵な BGMを聴きながら，私は真っ黒
に日焼けした腕で夕食のお好み焼きの準備をする
のでした。

すえなが・きょう
ATELIER n° 905主宰。DIY アドバイザー。自宅での
木工教室を中心に，ホームセンター等で木工を教える
ほか，託児つき木工教室や子どもむけワークショップ
も開催。著書『シェルフをつくろう　はじめての DIY』

（パッチワーク通信社）が好評発売中。
ブログ「ママに嬉しい木工＊＊子供に優しい木工」
ameblo.jp/kuricoroom/

DIY で おうち磨き・８

玄関アプローチを
DIYで大改造

末永　京

Before After
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１．制定の背景
　これまで，洗濯表示に関する規格は，日本国内
の規格「JIS L0217（繊維製品の取扱に関する表
示記号及びその表示方法）」と，国際規格「ISO 
3758（繊維―記号による取扱表示コード）」・

「ISO 6330（家庭洗濯と乾燥試験方法）」の二種
類が併存していた。ISO が1991年に制定されて
以来，国内の JIS との整合化が検討されていた。
　しかし，ISO には，日本の洗濯習慣上必要な記
号（自然乾燥表示）や，日本で用いられている洗濯
機（パルセータ型（縦型）洗濯機）に関する試験方法
が規定されておらず，それが整合化の支障となっ
ていた。そのため，日本から ISO の改正（ISO 
3758に自然乾燥記号の追加，ISO 6330にパル
セータ型洗濯機による試験方法の追加）の提案を
おこなった。そして2012年に，日本の提案が反
映された ISO が新たに発行された。こうして，
JIS と ISO との整合化をはかる環境が整ったため，
2014年10月，JIS が改正される運びとなった。
　繊維製品への表示は，家庭用品品質表示法（繊
維製品品質表示規程）で義務づけられている。今後，
新 JIS が同法に引用され，新たな洗濯表示記号が
義務づけられる。したがって，実際に繊維製品（お
もに衣料品）への表示がなされるのは，家庭用品
品質表示法が改正されてからということになるた
め，しばらくは現行 JIS が存続する。
　家庭用品品質表示法の改正は2015年３月頃に，
施行日については，改正から１年半～２年後が予
定されている。施工日以前に表示された製品のラ
ベルは，施工日以降でもつけ替えずにそのまま販

売できる予定となっている。
２．現行 JIS からのおもな変更点
　現行 JIS では，洗濯表示記号は22種類だったが，
新 JIS では41種類の記号が規定された。したがっ
て，①現行の記号が変更される，②現行にはなかっ
た記号が追加される，という二種類の変更がある。
現行 JIS・新 JIS の対比表は■のとおりである。
①以下の記号が，現行とは大きく変わる。
＜基本記号＞
●洗濯処理の記号
●漂白処理の記号
●乾燥処理の記号
●アイロン仕上げ処理の記号
●商業クリーニング処理の記号
＜付加記号＞
●弱い処理記号
●非常に弱い処理記号
●処理温度記号
●処理・操作の禁止記号
②以下の記号が新しく加わり，より詳細な情報を
表示できることになる。
●酸素系漂白の表示記号：漂白の基本記号に斜線
を加えたもの。塩素系漂白剤の使用ができないこ
とを示す。
●ウエットクリーニングの表示記号：商業クリー
ニングの基本記号に W の英文字を加えたもの。
ウエットクリーニング処理ができることを示す。

新しい動き 2

繊維製品の取り扱い絵表示
新JISの制定

▲2014年10月，経済産業省が「日本工業規格（JIS規格）」を制定・
改正した。繊維製品の洗濯表示に関するJISの制定が特に重要
である。

弊社発行教科書での対応

　弊社では，毎年９月に文部科学省に訂正申請をお

こない，新年度版の確実な供給を期するため，11

月末日に印刷を終了し，供給所への納本をいたして

おります。繊維製品への表示を義務づける家庭用品

品質表示法は，本稿執筆2015年３月中旬現在でも，

まだ改正告示がされておりません。そのため，平成

27年度の教科書につきましては，現行 JIS を掲載

しております。

　改正告示がなされた以降，来年度版の教科書では，

新 JIS を掲載させていただく予定です。何卒よろし

くお願い申し上げます。
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■現行JIS・新 JIS 対比表� ＊新 JIS は，現行 JIS から単純に記号の置き換えはできません。

3.絞り方の記号

（出典：国民生活センター「国民生活」201５年1月号【№３0】，参考：経済産業省ニュースリリース2014年10月20日）
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（干し方）

5.アイロンの掛け方の記号
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◆ご案内 �  平成27年度版教科書のおもな訂正箇所

　平成27（2015）年 4 月よりご使用いただく小社教科書は，年次発行の資料等をできるかぎり新規データに更新をして
おります。つきましては，4 月からのご指導に備え，これら訂正箇所およびその内容をご確認・ご理解いただければと
存じます。また，新 1 年生もしくは新規使用開始学年のご教授に当たっては，先生方におかれましても，奥付記載が「平
成27年 4 月 1 日発行」の教科書をご使用いただきますようお願い申し上げます。

◆統計資料の更新箇所
家庭総合 豊かな生活をともにつくる［家総３０５］

p.115，p.17＊1，p.19�，p.20�，p.23�，p.24＊1，p.24�，p.24�，p.26�，p.27＊1，p.27�，p.42 FOLLOW 
UP，p.43�，p.44�，p.51�，p.51�，p.52本文，p.52�，p.575，p.586，p.588，p.589，p.59�，p.60�，p.63
�，p.80＊2，p.814，p.815，p.816，p.817，p.83�，p.85�，p.88＊1，p.88�，p.94�，p.97＊2，p.100参考，p.101
参考，p.1066，p.1077，p.1078，p.122�，p.123�，p.176�，p.1835，p.194�，p.194�，p.195 FOLLOW UP，
p.2001，p.2013

家庭基礎 豊かな生活をともにつくる［家基３０８］

p.115，p.13＊1，p.17＊2，p.17�，p.17�，p.22�，p.23＊1，p.23�，p.34 FOLLOW UP，p.35�，p.39�，p.41
�，p.455，p.466，p.468，p.469，p.47�，p.48�，p.64＊1，p.642，p.68�，p.71＊2，p.77＊2，p.77�，p.78
�，p.80参考，p.81参考，p.866，p.877，p.878，p.102�，p.103�，p.134�，p.147�，p.148�，p.148�，p.149 
FOLLOW UP，p.1541，p.1553

未来を拓
ひら

く 高校家庭基礎［家基３０９］

p.162，p.19＊2，p.193，p.242，p.24資料解説，p.25＊1，p.25ワーク，p.38コラム，p.393，p.413，p.422，p.474，
p.481，p.483，p.494，p.502，p.68＊1，p.682，p.722，p.79＊2，p.792，p.801，p.861，p.862，p.863，p.1002，
p.1004，p.1324，p.1441，p.1461，p.147コラム，p.1501，p.1502，p.164参考，p.165参考，p.168●親権をお
こなう者別にみた離婚件数割合の年次推移，p.170●就学前の子どもの保育状況，p.1711，p.1722

●お知らせ●
　本小冊子「家庭科通信」を，ご希望の先生にはご
自宅あてにお送りいたします。官製はがきに①お
名前（ふりがな）②ご住所③お電話番号④勤務先
をご記入の上，弊社家庭科編集部あてお送り下さ
い。FAX でも承ります。

宛先　〒113―8541 東京都文京区湯島2―1―1
　　　　　　　　　大修館書店 家庭科編集部
　　　　　　　　　FAX 03―3868―2645
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◆その他のおもな変更箇所
家庭総合 豊かな生活をともにつくる［家総３０５］・家庭基礎 豊かな生活をともにつくる［家基３０８］

305 308 変更前 変更後 変更理由

p.23� p.16� 配偶者と子（分割相続），非嫡出子の相続分は
嫡出子の半分

配偶者と子（分割相続） 法律の改正によ
り変更

嫡出子と非嫡出子は同等の相続分 嫡出子と非嫡出子は同等の相続分（2013年成
立）

法律の改正によ
り変更

p.25 本文11
～12行目

非嫡出子の相続分は，嫡出子の 2 分の 1 であ
る（民法第900条）

削除 法律の改正によ
り変更

p.43 本文12
～13行目

p.35 本文12
～13行目

任意で受ける予防接種には，インフルエンザ，
水ぼうそう，おたふくかぜなどがある。

任意で受ける予防接種には，インフルエンザ，
おたふくかぜなどがある。

予防接種法施行
令等の一部改正
により変更

p.48� p.565 母親の出産休暇 母親の妊娠・出産休暇 各国の現状に合
わせるため変更

［フランス］第 1 子 最大

出産後11日間 子ども誕生後11日間

1 ～ 3 年休職可（週16～32時間のパートタイム
労働なども選択可能）

両親とも，子どもが 3 歳になるまで休職可能
（パートタイム労働なども選択可能）

［スウェーデン］出産後10日間 削除

子どもが 8 歳になるまで，両親合わせて480日
取得可能

両親とも，子どもが 1 歳 6 か月になるまで休
職可能

［イギリス］ 1 年間 52週間

2 週間 最大 2週間

●育児休暇 ●親休暇

子どもが 5 歳になるまで男女合計で13週間取
得可能

子どもが 5 歳になるまでの間に18週間取得可
能

［日本］制度なし 削除

p.109� p.89� 食物繊維の 1 日当たりの摂取の目標量は成人
男性が19g 以上，成人女性が17g 以上とされ
ている。

食物繊維の 1 日当たりの摂取の目標量は15～
17歳では男性19g 以上，女性17g 以上，18歳
以上（70歳以上は除く）では男性20g 以上，女
性18g 以上とされている。

「日本人の食事
摂取基準」の改
定

p.113� p.93� アミノ酸価の求めかた（精白米の場合，窒素 1
g当たりのmg）

アミノ酸価の求めかた（薄力粉の場合，たんぱ
く質 1 g当たりのmg）

「日本人の食事
摂取基準」のア
ミノ酸に関する
基準の変更p.113� p.93� 精白米　58 薄力粉　56

p.119 本文
2～ 5行目

p.99 本文 2
～ 5 行目

健康を維持・増進するために必要な 1 日分の
エネルギーと各栄養素の摂取量の基準を，性
や年齢などに分けて示した

健康の保持・増進，生活習慣病の予防のため
に参照するエネルギーおよび栄養素の摂取量
の基準を示した

「日本人の食事
摂取基準」の改
定

p.119� p.99� 日本人の食事摂取基準（2010年版） 日本人の食事摂取基準（2015年版） 「日本人の食事
摂取基準」およ
び「四つの食品
群別摂取量のめ
やす」の改定

p.119�� p.99�� 「日本人の食事摂取基準」あるいは「四つの食品群別摂取量のめやす」の改定に合わせ，文言・
数値を変更

p.127� p.107� 「四つの食品群
別摂取量のめや
す」の改定

p.220～222
123

p.172～174
123

「日本人の食事
摂取基準」の改
定

p.2234 p.1754 「四つの食品群
別摂取量のめや
す」の改定

p.2246 p.1766
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◆その他のおもな変更箇所
未来を拓く 高校家庭基礎［家基３０9］

309 変更前 変更後 変更理由

p.181 配偶者と子（分割相続），非嫡出子の相続分は
嫡出子の半分

配偶者と子（分割相続） 法律の改正によ
り変更

嫡出子と非嫡出子は同等の相続分 嫡出子と非嫡出子は同等の相続分（2013年成
立）

法律の改正によ
り変更

p.392 任意の予防接種
インフルエンザ，水ぼうそう，おたふくかぜ
など

任意の予防接種
インフルエンザ，おたふくかぜなど

予防接種法施行
令等の一部改正
により変更

p.882 食物繊維の 1 日当たりの摂取の目標量は成人
男性が19g 以上，成人女性が17g 以上とされ
ている。

食物繊維の 1 日当たりの摂取の目標量は15～
17歳では男性19g 以上，女性17g 以上，18歳
以上（70歳以上は除く）では男性20g 以上，女
性18g 以上とされている。

日本人の食事摂
取基準の改定に
より変更

p.921 アミノ酸価の求めかた（精白米の場合，窒素 1
g当たりのmg）

アミノ酸価の求めかた（薄力粉の場合，たんぱ
く質 1 g当たりのmg）

「日本人の食事
摂取基準」のア
ミノ酸に関する
基準の変更によ
り変更

p.922 精白米　58 薄力粉　56

p.102 本文 2 ～ 3 行目 健康を維持・増進するために必要な 1 日分の
エネルギーと各栄養素の摂取量の基準を，性
や年齢などに分けて示した

健康の保持・増進，生活習慣病の予防のため
に参照するエネルギーおよび栄養素の摂取量
の基準を示した

「日本人の食事
摂取基準」の改
定による変更

p.102 ＊① 現在は「日本人の食事摂取基準（2010年版）」が
最新。

現在は「日本人の食事摂取基準（2015年版）」が
最新。

p.1021 日本人の食事摂取基準（2010年版） 日本人の食事摂取基準（2015年版）

p.1022 「日本人の食事摂取基準」あるいは「四つの食品群別摂取量のめやす」の改定にあわせ，文言・
数値を変更

p.103456 「四つの食品群
別摂取量のめや
す」の改定によ
る変更

p.1054

p.1721 母親の出産休暇 母親の妊娠・出産休暇 各国の現状に合
わせるため変更

［フランス］第 1 子 最大

出産後11日間 子ども誕生後11日間

1 ～ 3 年休職可（週16～32時間のパートタイム
労働なども選択可能）

両親とも，子どもが 3 歳になるまで休職可能
（パートタイム労働なども選択可能）

［スウェーデン］出産後10日間 削除

子どもが 8 歳になるまで，両親合わせて480日
取得可能

両親とも，子どもが 1 歳 6 か月になるまで休
職可能

［イギリス］ 1 年間 52週間

2 週間 最大 2週間

●育児休暇 ●親休暇

子どもが 5 歳になるまで男女合計で13週間取
得可能

子どもが 5 歳になるまでの間に18週間取得可
能

［日本］制度なし 削除

p.178～180123 「日本人の食事摂取基準」あるいは「四つの食品群別摂取量のめやす」の改定にあわせ，文言・
数値を変更

「日本人の食事
摂取基準」の改
定よる変更

p.1814 「四つの食品群
別摂取量のめや
す」の改定によ
る変更

p.1826
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　「おにぎり」ではなく「おにぎらず」。のりとごは
んで具材を包む工程はおにぎりと変わらないが，
握らないでつくるため「おにぎらず」と呼ばれてい
る。Twitter や instagram などの SNS（ソーシャ
ルネットワークサービス）や，cookpad などのレ
シピ検索サイトで話題を集めている。
　手を汚さず簡単にでき，またごはんを三角形に
握るのが苦手な人でもきれいにつくれる。みため
が華やかである点も人気の理由のようである。
＜つくりかたの例＞
①長方形ののりの上に四角くごはんをのせる。
②その上に好きな具をおく。
③ごはんを薄く上乗せする（乗せなくてもOK）。
④のりの四隅を中央にむかって折って完成。
　しばらくおくと，のりがごはんの水分を吸って
張りが出てくる。その後，半分にカットして盛り
つけるなど，サンドイッチ感覚でつくっている人
も多いようである。
　また，握らないため，ゴロゴロした大きな具を
のせることも可能である。とんかつやからあげな
どの揚げものや，肉厚のスパムなどをはさむこと
ができる。残り物などをはさんでさっとつくるこ
ともできるため，おにぎりの枠にとらわれない具
材を使って，新たな発想のおにぎらずが生まれて
いる。インターネット上で数多くのレシピがみら
れるほか，レシピ本なども発売されている。

　家庭から排出される二酸化炭素は年々増加傾向
にあり，そのうち，通勤・通学・買い物・旅行と
いった「移動」にともなう排出量が４分の１を占め
ている（１世帯当たり）。こうした状況に対し，普

段から利用しているさまざまな移動手段を工夫し
て二酸化炭素排出量を削減しようという取り組み
が，スマートムーブである。エコで賢い移動方法
を選択するライフスタイルをさしている。二酸化
炭素を減らすだけでなく，体を動かすことで健康
や快適さにもつながる。
　スマートムーブが推進する５つの取り組みは以
下のとおりである。
①公共交通機関の利用
　通勤や通学，旅行や外出において，電車やバス
などの利用を心がける。最近ではハイブリッドバ
スや太陽光エネルギーなどを利用した車両など，
環境負荷が少ない公共交通を導入するなどの取り
組みが全国各地に広がっている。
②自転車，徒歩での移動
　渋滞が起こりやすい都市中心部や最寄り駅まで
の移動や乗り換えの駅間の移動の際に，徒歩や自
転車を積極的に活用すれば，利便性向上につなが
る場合もある。
③自動車の利用を工夫
　エコカーの積極的な活用など，二酸化炭素の排
出を減らすための自動車の使いかたの工夫がある。
④長距離移動の工夫
　旅行や出張，帰省などの長距離移動においても，
二酸化炭素を削減する方法はたくさんある。たと
えば，目的地への移動には新幹線や特急電車を活
用，旅行先では自転車やバス，電車を利用する観
光ツアーの選択，といったことなどである。
⑤移動・交通における二酸化炭素削減の取り組み
に参加
　近隣の人と同じ車をシェアして必要なときだけ
使う「カーシェアリング」や，街中を共用の自転車
でスムーズに移動できる「コミュニティサイクル」
といった取り組みに参加する方法もある。

スマートムーブ

おにぎらず
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Ｑ：「マイナンバー制度」という
ことばを耳にしたのですが，ど
のような制度でしょうか？

Ａ：マイナンバーとは，国民一
人ひとりがもつことになる12
桁の個人番号です。マイナン
バー制度は，社会保障・税番号
制度のことです。複数の機関に
ある個人の情報を，同一の人の
情報であるということを確認す
るための基盤となります。
2015年10月から，一人ひとり
にマイナンバーが通知されるこ
とになっています。また，法人
には13桁の「法人番号」が指定
され，同じく2015年10月から
法人宛てに通知が開始される予
定です。法人番号はマイナン
バーと違い，公表され，だれで
も利用できるものです。
　マイナンバーは一生使うもの
です。番号が漏えいして不正に
使われるおそれがある場合を除
き，一生変更されません。
　マイナンバー制度によって，
以下のようなメリットが生まれ
るとされています。
①行政の効率化
　行政機関や地方公共団体など
で，さまざまな情報の照合，転
記，入力などに要している時間
や労力が大幅に削減されます。

複数の業務の間での連携が進ん
で，作業の重複などの無駄が削
減されます。
②国民の利便性の向上
　添付書類の削減など，行政手
続きが簡素化され，国民の負担
が軽減されます。また，行政機
関のところにある自分の情報を
確認したり，行政機関からさま
ざまなサービスのお知らせを受
け取ることができます。
③公平・公正な社会の実現
　所得やほかの行政サービスの
受給状況を把握しやすくなるた
め，負担を不当に免れることや
給付を不正に受けることを防止
できます。それとともに，本当
に困っている人にきめこまかな
支援をおこなうことができます。
　2015年10月から，住民票を
もつすべての人に，一人１つの
マイナンバーが通知されます。
市町村から，住民票の住所にマ
イナンバーの通知が簡易書留に
て送られます。外国籍でも，住
民票がある人は対象となります。
　そして，マイナンバーの通知
後に市町村に申請をすると，身
分証明書やさまざまなサービス
に利用できる個人番号カードが
交付されます。個人番号カード
に書かれるのは，氏名，住所，
個人番号などのほか，電子証明
書などにかぎられ，所得などの
プライバシー性の高い個人情報
は記録されないことになってい
ます。個人番号カードは，2016
年１月から交付されることに
なっています。
　マイナンバーが必要になるの

は，2016年１月以降の，社会
保障，税，災害対策の行政手続
きにおいてです。
①社会保障
●年金の資格取得や確認，給付
●雇用保険の資格取得や確認，
給付

●医療保険の給付請求
●福祉分野の給付，生活保護　
など

②税
●税務当局に提出する確定申告
書，届出書，調書などに記載

●税務当局の内部事務　など
③災害対策
●被災者生活再建支援金の支給
●被災者台帳の作成事務　など
　実際には，たとえば，次のよ
うな場面でマイナンバーを使い
ます。
●毎年６月の児童手当の現況届
の際に，市町村にマイナン
バーを提示

●厚生年金の請求の際に，年金
事務所にマイナンバーを提示

●源泉徴収票などに記載するた
め，勤務先にマイナンバーを
提示→勤務先は，従業員やそ
の扶養家族のマイナンバーな
どを源泉徴収票に記載して，
税務署や市町村に提出

　マイナンバーには便利さもあ
りますが，情報が漏れてしまっ
た場合の被害はひじょうに大き
くなってしまいます。一人ひと
りが厳重に管理する必要がある
といえます。
（参考：内閣府Webページ）
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